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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 459条第 1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第 459条第 1項及び当社定款第 35条の規定に基

づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。 

 

1. 自己株式の取得を行う理由 

当社は役員及び役員に準ずる人材、またグローバルな技術及びマネジメント人材の獲得・確保を目的として、

新たな株式報酬制度の導入を検討しており、当該制度に関連して交付する株式に充当する可能性や将来の経営

環境の変化に対応した機動的な事業運営に活用する可能性を考慮して、自己株式を取得するものです。 

 

2. 取得に係る事項の内容 

（1） 取得する株式の種類 普通株式 

（2） 取得する株式の総数 

 

2,500,000株を上限とする 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.39%） 

（3） 株式の取得価額の総額 50億円を上限とする 

（4） 取 得 す る 期 間 2024年 11月 1日～2024年 11月 29日 

（5） 取 得 す る 方 法 東京証券取引所における市場買付 

 

（参考）2024年 9月 30日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 179,398,003株 

自己株式数 852株 

 

以 上 

会 社 名  株 式 会 社 ソ シ オ ネ ク ス ト 

代 表 者 名  代表取締役会長兼社長兼 CEO  肥塚  雅博 

 （コード番号：6526 東証プライム市場） 

問 合 せ 先  広 報 I R 室 長  中島  弘雅  

 （TEL.045-568-1000） 


